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新年あけましておめでとうございます。
皆さまには健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。旧年中は格別のご厚情を賜り、誠に有難うござ
いました。本年も変わらぬご⽀援を賜りますようお願い申し上げます。

マイナンバー制度の拡張と⾏政⼿続きの完全オンライン化へ
今年もいろいろな変化が⾒込まれています。2026年は、⾏政のデジタル化がさらに加速します。
・健康保険証の完全廃止
・運転免許証との一体化の本格運用
・確定申告や各種申請のオンライン化の拡大
など、日常生活の多くが「スマホひとつ」で完結する時代に近づきます。
便利になる一⽅で、情報管理の重要性はこれまで以上に⾼まります。
フィッシング詐欺やなりすまし被害も増加傾向にあるため、引き続き注意が必要です。

労働基準法の大幅改正に向けた準備が本格化
2027年の“40年ぶりの大改正”に向け、企業側の準備が本格化する一年となります。
特に影響が大きいのは以下の点です。
・勤務間インターバル制度（原則11時間）の導入準備
・連続勤務14日以上の禁止
・「つながらない権利」への対応
・副業・兼業者の労務管理の⾒直し
働き⽅の質を⾼めるための改正ですが、企業にとっては制度整備や運用ルールの⾒直しが求められる一年となり
そうです。

社会保険料・税制の⾒直し
少子⾼齢化の影響を受け、2026年は社会保障制度の負担と給付のバランス調整が進みます。
・年⾦の⽀給開始年齢の柔軟化
・医療費負担割合の⾒直し
・扶養控除や所得控除の再整理
「働く世代の負担増」が避けられないとの⾒⽅もあり、家計への影響が注目されています。

物流2024問題の“第二波”が本格化
2024年の時間外労働規制に続き、2026年は「物流コストの上昇」「配送リードタイムの⻑期化」
がさらに顕著になると予測されています。
企業側は在庫管理や配送⽅法の⾒直しが求められ、消費者側も「翌日届くのが当たり前」という感覚を改める
必要が出てくるかもしれません。

エネルギー価格・⾷料価格の変動
国際情勢の影響を受け、2026年もエネルギー・⾷料品の価格は不安定な状況が続く⾒通しです。
・電気・ガス料⾦の⾼止まり
・輸入⼩⻨価格の変動
・農産物の天候リスク
家計への影響はもちろん、企業活動にも大きく関わるため、引き続き注視が必要です。

変化の年をどう迎えるか
2026年は、制度も社会も大きく動く一年になりそうです。
ただ、変化は必ずしも悪いものではなく、備えがあればむしろチャンスにもなります。
いずれにしても、しっかりとブレない軸を持ちつつ、
・情報を正しく知る
・必要な対策を早めに⾏う
・周囲と共有し、組織として備える
ということが、変化の時代を安心して過ごすための鍵になる…というのは、今までと変わらないですね。

本年も皆さまのお役に⽴てるよう、最新情報の提供や各種サポートに努めてまいります。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。（浅井）



1 2026（令和8年）

　令和7年分までの扶養控除等申告書には「控
除対象扶養親族」を記載していましたが、8年
分以後は、これに特定親族（生計を一にする
19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が
58万円超123万円以下）のうち合計所得金額
が100万円以下の人を加えた「源泉控除対象親
族」を記載するため注意が必要です。

ワンポイント 源泉控除対象親族

1 月 の 税 務 と 労 務1月 （睦月）JANUARY

1日・元日　12日・成人の日

あ
け
ま
し
て

　
　

お
め
で
と
う　

　
　
　
　

ご
ざ
い
ま
す

国　税／�給与所得者の扶養控除等申告書の提出� �
� 本年最初の給与支払日の前日

国　税／�報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出�
� 2月2日

国　税／�源泉徴収票の交付、提出� 2月2日
国　税／�12月分源泉所得税の納付� 1月13日�

（納期の特例を受けている事業所の7〜12
月分は1月20日）

国　税／�11月決算法人の確定申告� �
（法人税・消費税等）� 2月2日

国　税／�5月決算法人の中間申告� 2月2日
国　税／�2月、5月、8月決算法人の消費税等の�

中間申告（年3回の場合）� 2月2日
地方税／�固定資産税の償却資産に関する申告� 2月2日
地方税／�給与支払報告書の提出� 2月2日
労　務／�労働保険料の納付（第3期分）� 2月2日�

�（労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）

日 月 火 水 木 金 土
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1 月号─2

１
３
０
万
円
が
助
成
さ
れ
る
な
ど
、

条
件
に
よ
っ
て
高
い
助
成
率
や
助
成

上
限
額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

④
　
申
請
の
流
れ
と
ポ
イ
ン
ト

　
申
請
の
際
は
、
事
前
に
賃
金
引
上

げ
計
画
の
策
定
と
労
働
局
へ
の
届
出

を
要
し
ま
す
（
令
和
７
年
度
は
、
計

画
の
事
前
提
出
を
省
略
可
能
と
す
る

特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
）。

　
令
和
７
年
度
申
請
分
は
、
機
器
等

の
納
品
・
支
払
完
了
・
賃
金
引
上
げ

を
令
和
８
年
１
月
末
日
（
事
業
完
了

期
限
）
ま
で
に
終
え
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
活
用
を
お

考
え
の
場
合
は
、
令
和
８
年
度
申
請

に
向
け
て
制
度
に
関
す
る
情
報
を
収

集
し
、
概
要
把
握
や
設
備
投
資
・
人

材
育
成
な
ど
生
産
性
向
上
に
資
す
る

取
組
の
検
討
を
行
っ
て
い
く
と
よ
い

で
し
ょ
う
。

⑤
　
活
用
事
例

　
小
売
業
の
事
例
で
は
、
P
O
S

レ
ジ
と
在
庫
管
理
シ
ス
テ
ム
を
導
入

す
る
こ
と
で
業
務
の
効
率
化
を
実
現

し
、
そ
の
成
果
を
賃
金
に
反
映
さ
せ

た
例
、
製
造
業
で
は
、
生
産
ラ
イ
ン

に
省
力
化
機
器
を
導
入
し
て
残
業
時

間
を
削
減
し
、
賃
上
げ
と
働
き
や
す

さ
の
両
立
を
実
現
し
た
例
が
あ
り
ま

す
。

⑵
　
人
材
確
保
等
支
援
助
成
金

①
　
制
度
の
ポ
イ
ン
ト

　
人
材
確
保
の
た
め
に
雇
用
管
理
改

善
に
つ
な
が
る
制
度
等
（
賃
金
規
定

制
度
、
諸
手
当
等
制
度
、
人
事
評
価

制
度
、
職
場
活
性
化
制
度
、
健
康
づ

く
り
制
度
）
の
導
入
や
雇
用
環
境
の

整
備
（
従
業
員
の
作
業
負
担
を
軽
減

す
る
機
器
等
の
導
入
）
に
よ
り
、
離

職
率
低
下
を
実
現
し
た
事
業
主
に
対

し
て
助
成
さ
れ
ま
す
。

②
　
利
用
で
き
る
企
業

　
中
小
企
業
、
大
企
業
ど
ち
ら
も
利

用
可
能
で
す
が
、
賃
金
規
定
制
度
の

導
入
に
よ
る
助
成
は
中
小
企
業
の
み

が
利
用
で
き
ま
す
。

③
　
活
用
例

　
複
数
の
雇
用
管
理
制
度
や
作
業
負

担
を
軽
減
す
る
機
器
等
を
導
入
し
、

賃
上
げ
（
５
％
以
上
）
を
行
っ
た
場

合
、
最
大
２
８
７
・
５
万
円
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

２
　
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
処
遇

改
善（
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
）

①
　
制
度
の
ポ
イ
ン
ト

　
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
基
本
給
の

賃
金
規
定
等
を
３
％
以
上
増
額
改
定

し
、
そ
の
規
定
を
適
用
さ
せ
た
場
合

に
助
成
さ
れ
ま
す
。

　
助
成
額
は
、
賃
上
げ
を
行
っ
た
非

正
規
雇
用
労
働
者
１
人
あ
た
り
最
大

７
万
円
（
大
企
業
の
場
合
は
１
人
あ

た
り
最
大
４
・
６
万
円
）で
す
。

②
　
活
用
例

　
中
小
企
業
が
賃
金
規
定
等
を
５
％

増
額
改
定
し
、
10
人
の
有
期
雇
用
労

働
者
の
賃
金
引
上
げ
を
実
施
し
た
場

合
、
65
万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
都
道
府
県
の 

　
　
賃
金
引
上
げ
支
援
事
業

　
国
の
制
度
に
加
え
て
、
各
都
道
府

県
で
も
独
自
の
賃
金
引
上
げ
支
援
施

策
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
厚
生
労

働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（「
最
低
賃
金

引
上
げ
に
向
け
た
中
小
企
業
・
小
規

模
事
業
者
へ
の
支
援
事
業
」
の
キ
ー

ワ
ー
ド
で
検
索
）
で
は
、
全
国
の
取

り
組
み
を
一
覧
で
き
る
資
料
が
公
開

さ
れ
て
い
ま
す
。

⑴
　
取
り
組
み
例

①
　
専
門
家
派
遣

　
経
営
改
善
や
人
材
育
成
に
関
す
る

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
無
料
ま
た
は
低
コ

ス
ト
で
派
遣
し
、
企
業
ご
と
に
最
適

な
改
善
策
を
提
案
す
る
取
り
組
み
が

あ
り
ま
す
。
特
に
中
小
企
業
で
は
、

外
部
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
大
き
な

推
進
力
に
な
り
ま
す
。

②
　
設
備
投
資
や
I
T
導
入
の
助
成

　
国
の
助
成
金
に
上
乗
せ
す
る
形

で
、
県
独
自
の
補
助
金
を
用
意
し
て

い
る
ケ
ー
ス
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
業
務
効
率
化
に
資
す
る
機

器
導
入
や
、
ク
ラ
ウ
ド
シ
ス
テ
ム
の

導
入
支
援
な
ど
が
対
象
で
す
。

③
　
研
修
・
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

　
労
務
管
理
や
賃
金
制
度
設
計
に
関

す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
、
企
業
の

担
当
者
が
知
識
を
深
め
ら
れ
る
よ
う

に
し
て
い
る
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。

④
　
モ
デ
ル
企
業
の
紹
介

　
地
域
内
で
賃
上
げ
に
成
功
し
て
い

る
企
業
の
事
例
を
広
く
紹
介
し
、
他

の
企
業
の
参
考
に
な
る
よ
う
に
す
る

施
策
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑵
　
活
用
の
ポ
イ
ン
ト

　
各
都
道
府
県
の
支
援
策
は
、
そ
の

地
域
の
産
業
構
造
や
中
小
企
業
の
実

情
に
合
わ
せ
て
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
の
助
成
金
と
併
用
で
き
る
ケ
ー
ス

も
あ
り
、
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
よ

り
大
き
な
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

　
中
小
企
業
の
経
営
者
や
人
事
労
務

担
当
者
に
と
っ
て
は
、
国
の
制
度
を

知
る
だ
け
で
な
く
、「
地
域
な
ら
で

は
の
支
援
策
」
も
確
認
し
、
最
大
限

に
活
用
し
て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

ア
テ
ン
シ
ョ
ン
・
ベ
ー
ス
ド
・
ビ
ュ
ー

ア
テ
ン
シ
ョ
ン
・
ベ
ー
ス
ド
・
ビ
ュ
ー

（（
A
B
V

A
B
V
）と
は
）と
は

A
B
V
は
１
９
９
７
年
、
米
イ
リ

ノ
イ
大
学
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
カ
シ

オ
教
授
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
ま
し
た
。

体
系
化
し
た
企
業
行
動
を
説
明
す
る

た
め
の
理
論
で
あ
り
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・

サ
イ
モ
ン
教
授
が
創
始
し
た
企
業
の

行
動
理
論
に
由
来
し
「
限
定
さ
れ
た

合
理
性
」
の
概
念
か
ら
発
展
し
て
い

ま
す
。

　
限
定
さ
れ
た
合
理
性
と
は
、
人
は

合
理
的
で
あ
ろ
う
と
意
図
す
る
が
、

認
知
能
力
の
限
界
に
よ
り
限
ら
れ
た

合
理
性
し
か
持
ち
得
な
い
こ
と
。
つ

ま
り
、
企
業
に
お
い
て
認
知
能
力
に

は
一
定
の
制
約
が
あ
る
た
め
、
そ
の

能
力
を
適
切
に
振
り
向
け
な
い
と
意

思
決
定
の
質
の
低
下
に
繋
が
る
と
い

う
考
え
方
で
す
。

A
B
V
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、

企
業
の
行
動
や
戦
略
は
「
経
営
者
や

組
織
が
ど
こ
に
注
意
を
向
け
る
か
」

に
よ
っ
て
企
業
内
の
意
思
決
定
が
決

ま
る
と
い
う
も
の
で
す
。
A
B
V

は
「
注
意
」
の
視
点
か
ら
企
業
行
動

を
説
明
す
る
た
め
の
理
論
で
す
の
で

「
注
意
」を
整
理
し
て
み
ま
す
。

◆﹁
注
意
﹂の
構
成
要
素

⑴
　
注
意
の
制
約
性

　
　
経
営
者
や
組
織
は
有
限
の
注
意

し
か
持
て
ず
、
す
べ
て
の
課
題
に

対
応
で
き
な
い
た
め
、
優
先
順
位

付
け
が
不
可
欠
。

⑵
　
注
意
の
構
造
化

　
　
組
織
内
の
ル
ー
ル
、
制
度
、
文

化
が
ど
こ
に
注
意
を
向
け
る
か
を

枠
づ
け
る
。

　
例
：
成
果
主
義
文
化
の
会
社
は「
数

字
」
へ
注
意
が
集
中
し
や
す

い
。

⑶
　
注
意
の
分
配

　
　
人
間
の
認
知
能
力
や
組
織
の
処

理
能
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
全
て

の
情
報
や
課
題
を
同
時
に
扱
う
こ

と
は
で
き
な
い
た
め
、
組
織
全
体

が
ど
う
注
意
の
配
分
を
す
る
か
が

戦
略
を
左
右
す
る
。
企
業
行
動
の

核
心
で
も
あ
る
。

認
知
能
力
を
高
め
る
組
織
の
仕
組
み

認
知
能
力
を
高
め
る
組
織
の
仕
組
み

　
で
は
、
企
業
の
「
認
知
能
力
」
に

影
響
す
る
要
因
は
、
ど
こ
に
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　
組
織
内
部
の
認
知
能
力
の
仕
組
み

を
よ
り
良
く
す
る
た
め
の
方
法
を
見

て
い
き
ま
す
。

⑴
　
経
営
者
が
複
数
部
門
間
で
の
調

整
を
積
極
的
に
行
う

➡
　
注
意
す
べ
き
事
象
を
共
有
す
る

と
部
門
間
で
の
全
体
戦
略
を
形
成

し
や
す
い

⑵
　
経
営
チ
ー
ム
の
あ
り
方
は
広
範

に
検
討
さ
れ
る
べ
き

➡
　
経
営
チ
ー
ム
の
多
様
性
が
高
い

と
注
意
の
幅
が
広
が
り
、
価
値
の

あ
る
機
会
に
注
目
す
る
傾
向
が
あ

る
と
さ
れ
る

➡
　
日
本
企
業
の
取
締
役
会
は
女
性

や
外
国
人
の
比
率
が
低
く
高
齢
者

が
多
い
の
で
、
多
様
性
が
乏
し
い

と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
組
織
の
認
知

能
力
の
幅
の
狭
さ
や
深
さ
の
不
足

に
繋
が
り
、
新
規
事
業
機
会
や
有

望
な
成
長
分
野
を
認
知
し
づ
ら
く

し
、
戦
略
的
な
意
思
決
定
の
質
を

下
げ
る

➡
　
人
事
責
任
者
を
戦
略
策
定
に
積

極
的
に
関
与
さ
せ
る
と
、
そ
の
戦

略
が
求
め
て
い
る
能
力
を
持
つ
人

材
採
用
や
訓
練
開
発
を
積
極
的
に

行
え
る

⑶
　
外
部
関
係
者
の
関
わ
り
を
強
化

➡
　
産
学
連
携
を
進
め
る
企
業
は
外

部
関
係
者
と
関
わ
り
が
強
く
な

　
日
本
企
業
の
多
く
は
︑
経
営
環
境
や
市
場
︑
技
術
︑
事
業
の
変
化
を
う
ま
く

　
日
本
企
業
の
多
く
は
︑
経
営
環
境
や
市
場
︑
技
術
︑
事
業
の
変
化
を
う
ま
く

捉
え
き
れ
ず
︑
内
部
留
保
額
が
２
０
２
３
年
末
は
６
０
０
兆
９
８
５
７
億
円
へ

捉
え
き
れ
ず
︑
内
部
留
保
額
が
２
０
２
３
年
末
は
６
０
０
兆
９
８
５
７
億
円
へ

と
積
み
上
が
っ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
２
０
０
８
年
の
内
部
留
保
額
の
倍
額
と
な
っ

と
積
み
上
が
っ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
２
０
０
８
年
の
内
部
留
保
額
の
倍
額
と
な
っ

て
お
り
︑
新
た
な
成
長
の
た
め
に
ど
こ
へ
投
資
す
れ
ば
よ
い
か
︑
捉
え
き
れ
ず

て
お
り
︑
新
た
な
成
長
の
た
め
に
ど
こ
へ
投
資
す
れ
ば
よ
い
か
︑
捉
え
き
れ
ず

に
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
︒

に
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
︒

　
近
年
の
戦
略
論
・
組
織
論
に
﹁
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
・
ベ
ー
ス
ド
・
ビ
ュ
ー

　
近
年
の
戦
略
論
・
組
織
論
に
﹁
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
・
ベ
ー
ス
ド
・
ビ
ュ
ー

︵︵Attention-Based View
,ABV

Attention-Based View
,ABV

︶﹂
と
い
う
理
論
が
あ
り
ま
す
︒
新
た
な
成
長

︶﹂
と
い
う
理
論
が
あ
り
ま
す
︒
新
た
な
成
長

の
道
筋
を
示
す
可
能
性
が
あ
る
こ
の
理
論
に
つ
い
て
︑詳
し
く
み
て
み
ま
し
ょ
う
︒

の
道
筋
を
示
す
可
能
性
が
あ
る
こ
の
理
論
に
つ
い
て
︑詳
し
く
み
て
み
ま
し
ょ
う
︒

認
知
能
力
が
成
長
の
鍵

認
知
能
力
が
成
長
の
鍵

ア
テ
ン
シ
ョ
ン
・
ベ
ー
ス
ド
・
ビ
ュ
ー（

ア
テ
ン
シ
ョ
ン
・
ベ
ー
ス
ド
・
ビ
ュ
ー（
A
B
V

A
B
V
））



3─1月号

り
、
技
術
や
開
発
動
向
に
注
意
を

向
け
や
す
く
、
理
解
の
質
も
よ
く

な
る

⑷
　
企
業
グ
ル
ー
プ
の
親
会
社
と
子

会
社
の
関
係

➡
　
親
会
社
が
放
任
状
態
を
や
め
積

極
的
に
子
会
社
の
情
報
や
知
識
を

提
供
す
る
と
、
理
解
度
は
高
ま
る

⑸
　
ト
ッ
プ
の
兼
任
の
あ
り
方

➡
　
会
長
兼
最
高
経
営
責
任
者
（
C
 

E
O
）
の
場
合
、
監
督
と
執
行
が

一
致
し
て
い
る
の
で
、
他
の
取
締

役
の
監
査
機
能
が
低
下
す
る

A
B
V

A
B
V
とと
R
B
V

R
B
V
の
違
い

の
違
い

　
A
B
V
に
よ
く
似
た
言
葉
に
「
リ

ソ
ー
ス
・
ベ
ー
ス
ド
・
ビ
ュ
ー
（Re-

source-Based V
iew

, RBV

）」
が
あ

り
ま
す
。

　
R
B
V
は
、
企
業
の
内
部
の
経
営

資
源
に
競
争
優
位
の
源
泉
を
求
め
る

ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。
こ
こ
で
い
う
企

業
内
部
の
経
営
資
源
と
は
、
生
産
設

備
や
不
動
産
等
の
有
形
資
産
、
ブ
ラ

ン
ド
ネ
ー
ム
や
特
許
等
の
無
形
資
産
、

顧
客
対
応
力
等
の
資
源
や
能
力
を
指

し
て
い
ま
す
。
A
B
V
は
「
そ
の
資

源
や
能
力
を
ど
う
認
識
・
解
釈
し
、

ど
こ
に
使
う
か
は
注
意
の
向
け
方
次

第
」
と
補
完
的
に
説
明
す
る
も
の
で

す
。
つ
ま
り
、
A
B
V
は
、
資
源
が

あ
る
の
に
成
果
が
出
な
い
ケ
ー
ス
を

経
営
者
の
注
意
の
偏
り
や
組
織
文
化

に
よ
る
意
思
決
定
で
説
明
で
き
ま
す
。

実
務
で
の
応
用

実
務
で
の
応
用

⑴
　
経
営
会
議
で
の
議
題
設
定
を
明

確
に
す
る

〇
　
経
営
陣
が
ど
こ
に
注
意
を
集
中

し
て
い
る
か
見
え
る
化
を
行
う

〇
　
時
間
配
分
：
同
じ
技
術
を
持
つ

企
業
で
も
、「
新
規
事
業
」に
注
意

を
向
け
る
か「
既
存
市
場
の
強
化
」

に
注
力
す
る
か
で
戦
略
が
変
わ
る

　例
①

　ト
ヨ
タ

　
　
品
質
改
善
に
経
営
陣
の
注
意
を

長
期
的
に
集
中
さ
せ
た
こ
と
で
、

競
争
優
位
性
を
確
立

　例
②

　ノ
キ
ア

　
　
携
帯
電
話
市
場
で
資
源
は
あ
っ

た
が
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
台
頭

に
十
分
な
注
意
が
払
え
ず
競
争
力

を
失
っ
た

　例
③

　ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

　
　
資
源
や
人
材
が
限
ら
れ
る
中
、

「
ど
こ
に
集
中
す
る
か
」
の
選
択

が
成
否
を
分
け
る

〇
　
議
題
に
出
る
頻
度
を
把
握
す
る

〇
　
投
資
配
分
を
決
定
す
る

⑵
　
注
意
の
バ
イ
ア
ス
を
点
検

　
　
過
去
の
成
功
体
験
や
文
化
に
縛

ら
れ
て
重
要
な
変
化
を
無
視
し
て

い
な
い
か
を
チ
ェ
ッ
ク
。

⑶
　
組
織
全
体
で
注
意
分
配

　
　
研
究
開
発
、
営
業
、
バ
ッ
ク
オ

フ
ィ
ス
な
ど
で「
注
意
の
偏
り
」が

起
き
て
い
な
い
か
を
管
理
す
る
。

会
議
体
制
、
報
酬
制
度
、
評
価
シ

ス
テ
ム
な
ど
組
織
構
造
や
制
度
を

方
向
づ
け
る
際
、
意
思
決
定
者
に

選
択
肢
が
送
り
届
け
ら
れ
る
ま
で

に
、
特
定
の
課
題
や
対
処
法
が
重

要
な
も
の
と
し
て
選
択
さ
れ
、
他

の
課
題
や
対
処
法
は
重
要
で
は
な

い
と
切
り
捨
て
ら
れ
消
失
し
て
し

ま
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
フ
ィ

ル
タ
ー
が
か
か
っ
た
状
態
で
意
思

決
定
者
に
送
り
届
け
ら
れ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
、
注
意
の
配
分
を
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
が
戦
略
遂

行
に
直
結
し
ま
す
。

　
　
慶
應
義
塾
大
学
の
清
水
た
く
み

准
教
授
ら
に
よ
る
、
A
B
V
の

観
点
か
ら
の
日
本
の
上
場
企
業
を

分
析
し
た
興
味
深
い
発
表
が
あ
り

ま
す
。

－

２
０
０
４
年
か
ら
２
０
１
６
年

ま
で
の
９
８
６
社
の
日
本
の
上

場
企
業
の
有
価
証
券
報
告
書
を

分
析
し
、
競
合
企
業
と
比
較
し

た
際
の
そ
の
企
業
の
成
長
を
左

右
す
る
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
の
独
自

性
を
研
究
。

Q
　
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
向

上
さ
せ
る
う
え
で
、
競
合

企
業
と
同
じ
経
営
課
題
に
注
目

す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
全
く
独

自
の
経
営
課
題
に
注
目
す
べ
き

か
？A

　
自
社
の
事
情
を
理
解

し
な
が
ら
も
戦
略
の
独
自

性
が
高
す
ぎ
ず
適
度
に
設
定
し

展
開
す
る
企
業
が
総
資
産
利
益

率
で
好
調
で
あ
る
結
果
が
出
て

い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
競
合
企

業
の
行
動
を
理
解
で
き
る
う

え
、
差
別
化
さ
れ
た
目
の
付
け

ど
こ
ろ
に
よ
っ
て
有
効
に
戦
略

行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
す
。

◆
　
　
◆

　
　
◆

　
　
◆

　
情
報
過
多
の
時
代
、
企
業
が
こ
れ

か
ら
の
変
化
に
対
し
て
適
切
に
注
目

し
、「
認
知
能
力
」
を
発
揮
す
る
と
、

企
業
業
績
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
、

国
際
的
な
競
争
力
を
高
め
新
た
な
成

長
が
で
き
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。



1 月号─4

表 1　償却資産の種類と例示
資産の種類 主な償却資産の例示

１
　
構
築
物

構築物 舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事
看板（広告塔等）、ゴルフ練習場設備等

建物附属設備 受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・
内部造作等

2　機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、大型特殊自動車のうち
建設機械に該当するもの等

3　船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等
4　航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5　車両及び運搬具 大型特殊自動車等

6　�工具、器具及び備
品

パソコン、陳列ケース、看板（ネオンサイン等）、医療機器、
測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエア
コン、応接セット、レジスター、自動販売機等

表 2　主な法定調書の提出義務者
種類 提出義務者

給与所得の源泉徴収票 俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払をする者
退職所得の源泉徴収票・�
特別徴収票　（※）

法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払を
する者

報酬、料金、契約金及び賞金の
支払調書

外交員報酬、税理士報酬など、一定の報酬、料金、契約金および賞金の支払をする
者

不動産の使用料等の支払調書 不動産や航空機などの借受けの対価などの支払をする法人と不動産業者である個人
不動産等の譲受けの対価の支払調書 不動産や航空機などの譲受けの対価などの支払をする法人と不動産業者である個人
不動産等の売買又は貸付けの
あっせん手数料の支払調書

不動産や航空機などの売買または貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動
産業者である個人

※�　死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出する
ことになりますので、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は提出する必要はありません。

表３　法定調書の提出範囲

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

受給者の区分 提出範囲
年末調整をした人

⑴�　法人の役員及び、現に役員でなくても令和7年中に役員であった人 令和7年中の給与等の支払金額が
　　　　　　　　　150万円を超えるもの

⑵�　弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、建築士など
　※これらの人に給与等として支払っている場合が対象 　　　　〃　　　　250万円を超えるもの

⑶　上記⑴・⑵以外の人 　　　　〃　　　　500万円を超えるもの
年末調整をしなかった人
⑷　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人

令和7年中に退職した人、災害により被害を受けた人で一定の人 　　　　〃　　　　250万円を超えるもの
※法人の役員の場合には50万円を超えるもの

主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった人 全部

⑸　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった人 令和7年中の給与等の支払金額が
　　　　　　　　　50万円を超えるもの

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 令和7年中に支払いが確定した法人の役員に対し
て支払う退職手当等

報
酬
、
料
金
、
契
約
金
及
び
賞
金
の
支
払
調
書

区　分 提出範囲
⑴�　外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサーの報酬、料金

同一人に対する令和7年中の支払金額の合計が
　　　　　　　　　50万円を超えるもの

⑵�　バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬、
料金
⑶　広告宣伝のための賞金

⑷　社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
　　　　〃　　　　50万円を超えるもの
※�国立病院、公立病院、その他公共法人等に支払
うものは不要

⑸　馬主が受ける競馬の賞金 令和7年中の1回の支払賞金額が75万円を超える
支払いを受けた人に係るその年中の全ての支払金額

⑹　プロ野球の選手などが受ける報酬及び契約金 同一人に対する令和7年中の支払金額の合計が
　　　　　　　　　　5万円を超えるもの⑺　上記⑴から⑹以外の報酬、料金等

不動産の使用料等の支払調書 　　　　〃　　　　15万円を超えるもの（注1・２）

不動産等の譲受けの対価の支払調書 　　　　〃　　　　100万円を超えるもの（注2）

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 　　　　〃　　　　15万円を超えるもの（注2）

（注1）法人に支払う不動産の使用料等については、賃借料を除く、権利金・更新料等のみを提出します。
　　　�なお、不動産の管理会社を通じて個人に対し不動産の使用料等の支払いをする場合、その支払いは個人に支払う不動産の使用料

等になります。
（注2）不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる人は、提出義務がありません。

Ⅰ
　
償
却
資
産
申
告

Ⅰ
　
償
却
資
産
申
告

　申
告
の
対
象
と
な
る
資
産

　
償
却
資
産
と
は
、
土
地
及
び
家
屋

以
外
の
事
業
用
に
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
資
産
の
う
ち
、
一
定
の
も
の
を

い
い
ま
す
。
会
社
や
個
人
で
事
業
を

行
っ
て
い
る
人
が
、
事
業
の
た
め
に

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
構
築
物
や
機

械
、
器
具
や
備
品
な
ど
が
申
告
の
対

象
に
な
り
ま
す（
表
１
参
照
）。

　
建
物
に
は
電
気
設
備
や
給
排
水
設

備
と
い
っ
た
「
設
備
等
」
が
取
り
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
建
物
と
設
備

等
の
所
有
者
が
同
じ
場
合
は
、
そ
の

設
備
等
が
独
立
し
た
機
器
と
し
て
の

性
格
が
強
い
も
の
（
例
：
防
犯
カ
メ

ラ
）
な
ど
一
定
の
も
の
は
償
却
資
産

と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。
一
方
、
建

物
と
設
備
等
の
所
有
者
が
異
な
る
場

合
は
、
そ
の
設
備
等
は
す
べ
て
償
却

資
産
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
の
で
、

そ
の
設
備
等
を
取
り
付
け
た
賃
借
人

等
が
申
告
を
し
ま
す
。

　申
告
の
手
続
き

　
令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
、
償
却

資
産
を
所
有
し
て
い
る
人
が
、
償
却

資
産
の
申
告
を
し
ま
す
。
償
却
資
産

を
他
者
に
賃
貸
し
て
い
る
場
合
は
、

貸
主
が
申
告
を
し
ま
す
。

　
提
出
す
る
書
類
は
、「
償
却
資
産

申
告
書
」、「
種
類
別
明
細
書
」
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
提
出
先
は
、
償
却
資

産
が
所
在
す
る
市
町
村
（
東
京
都
23

区
は
都
）
で
す
。
窓
口
の
ほ
か
、
郵

送
や
電
子
申
告
で
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
申
告
書
の
提
出
期
限
は
、

令
和
８
年
２
月
２
日
で
す
。

Ⅱ
　
法
定
調
書

Ⅱ
　
法
定
調
書

　法
定
調
書
の
種
類

　
法
定
調
書
は
、
所
得
税
法
や
相
続

税
法
、
租
税
特
別
措
置
法
な
ど
の
規

定
に
よ
り
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
資
料
で
、「
給
与
所
得
の
源
泉

徴
収
票
」
や
「
報
酬
、
料
金
、
契
約

金
及
び
賞
金
の
支
払
調
書
」、「
不
動

産
の
使
用
料
等
の
支
払
調
書
」な
ど
、

63
種
類
の
法
定
調
書
が
あ
り
ま
す
。

主
な
法
定
調
書
の
提
出
義
務
者
は
、

表
２
の
通
り
で
す
。

　
平
成
28
年
１
月
１
日
以
後
の
金
銭

等
の
支
払
等
に
係
る
法
定
調
書
に
つ

い
て
は
、
金
銭
等
の
支
払
を
受
け
る

人
や
支
払
者
等
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ま

た
は
法
人
番
号
の
記
載
が
必
要
で
す
。

　法
定
調
書
の
提
出

　
法
定
調
書
は
、
書
面
や
電
子
申
告

で
作
成
・
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
税
庁
が
提
供
し
て
い
る
e

－

T
a

x
ソ
フ
ト
（
W
E
B
版
）
で
は
、「
報

酬
、
料
金
、
契
約
金
及
び
賞
金
の
支

払
調
書
」、「
不
動
産
の
使
用
料
等
の

支
払
調
書
」、「
不
動
産
等
の
譲
受
け

の
対
価
の
支
払
調
書
」、「
不
動
産
等

の
売
買
又
は
貸
付
け
の
あ
っ
せ
ん
手

数
料
の
支
払
調
書
」、「
退
職
所
得
の

源
泉
徴
収
票
・
特
別
徴
収
票
」、「
給

与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
」
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
法
定
調
書
の
提
出
期
限

は
、「
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票
・

特
別
徴
収
票
」
を
除
き
、
令
和
８
年

２
月
２
日
で
す
。「
退
職
所
得
の
源

泉
徴
収
票
・
特
別
徴
収
票
」
は
、
退

職
の
日
以
後
１
か
月
以
内
が
提
出
期

限
で
す
が
、税
務
署
へ
の
提
出
分
は
、

他
の
受
給
者
の
分
を
取
り
ま
と
め
て

翌
年
１
月
31
日
（
令
和
７
年
分
は
令

和
８
年
２
月
２
日
）
ま
で
に
提
出
す

る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
法
定
調
書
の
提
出
範
囲

は
、
法
定
調
書
ご
と
に
金
額
基
準
が

決
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
表
３
参
照
）。

金
額
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

の
額
を
含
め
る
こ
と
が
原
則
で
す
が
、

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
が
明

確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ

の
額
を
含
め
な
い
で
判
定
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

償
却
資
産
申
告
と
法
定
調
書

償
却
資
産
申
告
と
法
定
調
書

　
１
月
は
、
償
却
資
産
申
告
書
や
法
定
調
書
な
ど
の

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
大
き
な
改

正
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
事
業
者
に
と
っ
て
重
要
な
手

続
き
で
す
の
で
、
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
ま
す
。



5─1月号

表 1　償却資産の種類と例示
資産の種類 主な償却資産の例示

１
　
構
築
物

構築物 舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事
看板（広告塔等）、ゴルフ練習場設備等

建物附属設備 受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・
内部造作等

2　機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、大型特殊自動車のうち
建設機械に該当するもの等

3　船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等
4　航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5　車両及び運搬具 大型特殊自動車等

6　�工具、器具及び備
品

パソコン、陳列ケース、看板（ネオンサイン等）、医療機器、
測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエア
コン、応接セット、レジスター、自動販売機等

表 2　主な法定調書の提出義務者
種類 提出義務者

給与所得の源泉徴収票 俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払をする者
退職所得の源泉徴収票・�
特別徴収票　（※）

法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払を
する者

報酬、料金、契約金及び賞金の
支払調書

外交員報酬、税理士報酬など、一定の報酬、料金、契約金および賞金の支払をする
者

不動産の使用料等の支払調書 不動産や航空機などの借受けの対価などの支払をする法人と不動産業者である個人
不動産等の譲受けの対価の支払調書 不動産や航空機などの譲受けの対価などの支払をする法人と不動産業者である個人
不動産等の売買又は貸付けの
あっせん手数料の支払調書

不動産や航空機などの売買または貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動
産業者である個人

※�　死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出する
ことになりますので、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は提出する必要はありません。

表３　法定調書の提出範囲

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

受給者の区分 提出範囲
年末調整をした人

⑴�　法人の役員及び、現に役員でなくても令和7年中に役員であった人 令和7年中の給与等の支払金額が
　　　　　　　　　150万円を超えるもの

⑵�　弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、建築士など
　※これらの人に給与等として支払っている場合が対象 　　　　〃　　　　250万円を超えるもの

⑶　上記⑴・⑵以外の人 　　　　〃　　　　500万円を超えるもの
年末調整をしなかった人
⑷　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人

令和7年中に退職した人、災害により被害を受けた人で一定の人 　　　　〃　　　　250万円を超えるもの
※法人の役員の場合には50万円を超えるもの

主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった人 全部

⑸　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった人 令和7年中の給与等の支払金額が
　　　　　　　　　50万円を超えるもの

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 令和7年中に支払いが確定した法人の役員に対し
て支払う退職手当等

報
酬
、
料
金
、
契
約
金
及
び
賞
金
の
支
払
調
書

区　分 提出範囲
⑴�　外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサーの報酬、料金

同一人に対する令和7年中の支払金額の合計が
　　　　　　　　　50万円を超えるもの

⑵�　バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬、
料金
⑶　広告宣伝のための賞金

⑷　社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
　　　　〃　　　　50万円を超えるもの
※�国立病院、公立病院、その他公共法人等に支払
うものは不要

⑸　馬主が受ける競馬の賞金 令和7年中の1回の支払賞金額が75万円を超える
支払いを受けた人に係るその年中の全ての支払金額

⑹　プロ野球の選手などが受ける報酬及び契約金 同一人に対する令和7年中の支払金額の合計が
　　　　　　　　　　5万円を超えるもの⑺　上記⑴から⑹以外の報酬、料金等

不動産の使用料等の支払調書 　　　　〃　　　　15万円を超えるもの（注1・２）

不動産等の譲受けの対価の支払調書 　　　　〃　　　　100万円を超えるもの（注2）

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 　　　　〃　　　　15万円を超えるもの（注2）

（注1）法人に支払う不動産の使用料等については、賃借料を除く、権利金・更新料等のみを提出します。
　　　�なお、不動産の管理会社を通じて個人に対し不動産の使用料等の支払いをする場合、その支払いは個人に支払う不動産の使用料

等になります。
（注2）不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる人は、提出義務がありません。



1 月号─6

り
、
技
術
や
開
発
動
向
に
注
意
を

向
け
や
す
く
、
理
解
の
質
も
よ
く

な
る

⑷
　
企
業
グ
ル
ー
プ
の
親
会
社
と
子

会
社
の
関
係

➡
　
親
会
社
が
放
任
状
態
を
や
め
積

極
的
に
子
会
社
の
情
報
や
知
識
を

提
供
す
る
と
、
理
解
度
は
高
ま
る

⑸
　
ト
ッ
プ
の
兼
任
の
あ
り
方

➡
　
会
長
兼
最
高
経
営
責
任
者
（
C
 

E
O
）
の
場
合
、
監
督
と
執
行
が

一
致
し
て
い
る
の
で
、
他
の
取
締

役
の
監
査
機
能
が
低
下
す
る

A
B
V

A
B
V
とと
R
B
V

R
B
V
の
違
い

の
違
い

　
A
B
V
に
よ
く
似
た
言
葉
に
「
リ

ソ
ー
ス
・
ベ
ー
ス
ド
・
ビ
ュ
ー
（Re-

source-Based V
iew

, RBV

）」
が
あ

り
ま
す
。

　
R
B
V
は
、
企
業
の
内
部
の
経
営

資
源
に
競
争
優
位
の
源
泉
を
求
め
る

ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。
こ
こ
で
い
う
企

業
内
部
の
経
営
資
源
と
は
、
生
産
設

備
や
不
動
産
等
の
有
形
資
産
、
ブ
ラ

ン
ド
ネ
ー
ム
や
特
許
等
の
無
形
資
産
、

顧
客
対
応
力
等
の
資
源
や
能
力
を
指

し
て
い
ま
す
。
A
B
V
は
「
そ
の
資

源
や
能
力
を
ど
う
認
識
・
解
釈
し
、

ど
こ
に
使
う
か
は
注
意
の
向
け
方
次

第
」
と
補
完
的
に
説
明
す
る
も
の
で

す
。
つ
ま
り
、
A
B
V
は
、
資
源
が

あ
る
の
に
成
果
が
出
な
い
ケ
ー
ス
を

経
営
者
の
注
意
の
偏
り
や
組
織
文
化

に
よ
る
意
思
決
定
で
説
明
で
き
ま
す
。

実
務
で
の
応
用

実
務
で
の
応
用

⑴
　
経
営
会
議
で
の
議
題
設
定
を
明

確
に
す
る

〇
　
経
営
陣
が
ど
こ
に
注
意
を
集
中

し
て
い
る
か
見
え
る
化
を
行
う

〇
　
時
間
配
分
：
同
じ
技
術
を
持
つ

企
業
で
も
、「
新
規
事
業
」に
注
意

を
向
け
る
か「
既
存
市
場
の
強
化
」

に
注
力
す
る
か
で
戦
略
が
変
わ
る

　例
①

　ト
ヨ
タ

　
　
品
質
改
善
に
経
営
陣
の
注
意
を

長
期
的
に
集
中
さ
せ
た
こ
と
で
、

競
争
優
位
性
を
確
立

　例
②

　ノ
キ
ア

　
　
携
帯
電
話
市
場
で
資
源
は
あ
っ

た
が
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
台
頭

に
十
分
な
注
意
が
払
え
ず
競
争
力

を
失
っ
た

　例
③

　ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

　
　
資
源
や
人
材
が
限
ら
れ
る
中
、

「
ど
こ
に
集
中
す
る
か
」
の
選
択

が
成
否
を
分
け
る

〇
　
議
題
に
出
る
頻
度
を
把
握
す
る

〇
　
投
資
配
分
を
決
定
す
る

⑵
　
注
意
の
バ
イ
ア
ス
を
点
検

　
　
過
去
の
成
功
体
験
や
文
化
に
縛

ら
れ
て
重
要
な
変
化
を
無
視
し
て

い
な
い
か
を
チ
ェ
ッ
ク
。

⑶
　
組
織
全
体
で
注
意
分
配

　
　
研
究
開
発
、
営
業
、
バ
ッ
ク
オ

フ
ィ
ス
な
ど
で「
注
意
の
偏
り
」が

起
き
て
い
な
い
か
を
管
理
す
る
。

会
議
体
制
、
報
酬
制
度
、
評
価
シ

ス
テ
ム
な
ど
組
織
構
造
や
制
度
を

方
向
づ
け
る
際
、
意
思
決
定
者
に

選
択
肢
が
送
り
届
け
ら
れ
る
ま
で

に
、
特
定
の
課
題
や
対
処
法
が
重

要
な
も
の
と
し
て
選
択
さ
れ
、
他

の
課
題
や
対
処
法
は
重
要
で
は
な

い
と
切
り
捨
て
ら
れ
消
失
し
て
し

ま
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
フ
ィ

ル
タ
ー
が
か
か
っ
た
状
態
で
意
思

決
定
者
に
送
り
届
け
ら
れ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
、
注
意
の
配
分
を
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
が
戦
略
遂

行
に
直
結
し
ま
す
。

　
　
慶
應
義
塾
大
学
の
清
水
た
く
み

准
教
授
ら
に
よ
る
、
A
B
V
の

観
点
か
ら
の
日
本
の
上
場
企
業
を

分
析
し
た
興
味
深
い
発
表
が
あ
り

ま
す
。

－

２
０
０
４
年
か
ら
２
０
１
６
年

ま
で
の
９
８
６
社
の
日
本
の
上

場
企
業
の
有
価
証
券
報
告
書
を

分
析
し
、
競
合
企
業
と
比
較
し

た
際
の
そ
の
企
業
の
成
長
を
左

右
す
る
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
の
独
自

性
を
研
究
。

Q
　
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
向

上
さ
せ
る
う
え
で
、
競
合

企
業
と
同
じ
経
営
課
題
に
注
目

す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
全
く
独

自
の
経
営
課
題
に
注
目
す
べ
き

か
？A

　
自
社
の
事
情
を
理
解

し
な
が
ら
も
戦
略
の
独
自

性
が
高
す
ぎ
ず
適
度
に
設
定
し

展
開
す
る
企
業
が
総
資
産
利
益

率
で
好
調
で
あ
る
結
果
が
出
て

い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
競
合
企

業
の
行
動
を
理
解
で
き
る
う

え
、
差
別
化
さ
れ
た
目
の
付
け

ど
こ
ろ
に
よ
っ
て
有
効
に
戦
略

行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
す
。

◆
　
　
◆

　
　
◆

　
　
◆

　
情
報
過
多
の
時
代
、
企
業
が
こ
れ

か
ら
の
変
化
に
対
し
て
適
切
に
注
目

し
、「
認
知
能
力
」
を
発
揮
す
る
と
、

企
業
業
績
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
、

国
際
的
な
競
争
力
を
高
め
新
た
な
成

長
が
で
き
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

し
て
、
最
低
賃
金
引
上
げ
に
関
連
し

た
助
成
金
の
ほ
か
、生
産
性
向
上（
設

備
・
人
へ
の
投
資
等
）、
正
規
・
非

正
規
の
格
差
是
正
、
よ
り
高
い
処
遇

へ
の
労
働
移
動
等
を
通
じ
、
労
働
市

場
全
体
の
賃
上
げ
を
支
援
す
る
た
め

の
支
援
策
の
と
り
ま
と
め
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
本
記
事
で
は
、
そ
れ
ら
の

中
か
ら
一
部
を
取
り
上
げ
、
概
要
や

活
用
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
ま
す
。

　
後
半
で
は
、
各
都
道
府
県
に
お
い

て
行
わ
れ
て
い
る
賃
金
引
上
げ
支
援

事
業
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　﹁
賃
上
げ
﹂支
援
助
成
金

　
パ
ッ
ケ
ー
ジ

　「
賃
上
げ
」
支
援
助
成
金
パ
ッ
ケ
ー

ジ
は
、
下
図
の
助
成
金
を
と
り
ま
と

め
た
も
の
で
す
。

　
助
成
金
制
度
は
要
件
や
支
給
額
の

拡
充
・
変
更
、
廃
止
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
最
新
の
情
報

を
入
手
の
上
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

１
　
生
産
性
向
上（
設
備
・
人
へ
の

投
資
等
）へ
の
助
成
金

⑴
　
業
務
改
善
助
成
金

①
　
概
要

　
最
低
賃
金
は
毎
年
の
よ
う
に
引
き

上
げ
ら
れ
て
お
り
、中
小
企
業
に
と
っ

て
は
大
き
な
負

担
と
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
一

方
で
、
従
業
員

の
生
活
安
定
や

人
材
定
着
の
観

点
か
ら
も
、
賃

金
水
準
の
引
上

げ
は
避
け
て
通

れ
な
い
課
題
で

す
。
こ
の
両
立

を
図
る
た
め
に

活
用
で
き
る
の

が
「
業
務
改
善

助
成
金
」で
す
。

　
令
和
７
年
９

月
に
は
、「
中
小
企
業
・
小
規
模
事

業
者
の
賃
金
向
上
推
進
５
か
年
計

画
」
の
一
環
と
し
て
の
最
低
賃
金
の

引
上
げ
に
関
す
る
支
援
の
拡
充
が
行

わ
れ
、
業
務
改
善
助
成
金
に
つ
い
て

は
対
象
事
業
者
の
拡
大
、
賃
金
引
上

げ
計
画
の
事
前
提
出
を
省
略
可
能
と

す
る
な
ど
の
措
置
が
採
ら
れ
て
い
ま

す
。

②
　
制
度
の
目
的

　
業
務
改
善
助
成
金
は
、
事
業
場
内

最
低
賃
金
を
一
定
額
以
上
引
き
上
げ

る
中
小
企
業
事
業
者
に
対
し
て
、
生

産
性
向
上
の
た
め
の
設
備
投
資
や
人

材
育
成
に
要
す
る
費
用
を
助
成
す
る

制
度
で
す
。
単
な
る
賃
上
げ
支
援
で

は
な
く
、「
生
産
性
向
上
」
と
「
賃
金

引
上
げ
」
を
セ
ッ
ト
で
進
め
る
点
が

特
徴
で
す
。

③
　
助
成
内
容

　
助
成
率
や
上
限
額
は
、
引
き
上
げ

る
賃
金
額
や
対
象
労
働
者
数
に
応
じ

て
変
動
し
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
事
業
場
内
最
低
賃
金

を
30
円
以
上
引
き
上
げ
る
場
合
、
対

象
経
費
の
４
／
５
（
事
業
場
内
最
低

賃
金
額
が
１
０
０
０
円
以
上
の
場
合

は
３
／
４
）、
助
成
上
限
額
は
30
~

　
近
年
、
中
小
企
業
を
取
り
巻
く
環

境
は
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。
最

低
賃
金
の
引
上
げ
や
人
手
不
足
へ
の

対
応
、
生
産
性
の
向
上
な
ど
、
経
営

者
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
年
々
複

雑
化
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
背
景
を
受
け
、
国
や
都

道
府
県
で
は
、
中
小
企
業
の
経
営
基

盤
を
強
化
し
、
持
続
的
な
成
長
を
後

押
し
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
支
援

策
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

　
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、「
賃

上
げ
」
支
援
助
成
金
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と

「賃上げ」支援助成金パッケージ
生産性向上（設備・人への投資等）

・業務改善助成金
・働き方改革推進支援助成金
・人材開発支援助成金
・人材確保等支援助成金
　（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）

非正規雇用労働者の処遇改善
・キャリアアップ助成金
　（正社員化コース、賃金規定等改定コース）

より高い処遇への労働移動等
・早期再就職支援等助成金
　（雇入れ支援コース、中途採用拡大コース）
・特定求職者雇用開発助成金
　（成長分野等人材確保・育成コース）
・産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）

賃金引上げ賃金引上げ等のための等のための
中小企業・小規模事業者への中小企業・小規模事業者への

支援事業支援事業
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１
３
０
万
円
が
助
成
さ
れ
る
な
ど
、

条
件
に
よ
っ
て
高
い
助
成
率
や
助
成

上
限
額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

④
　
申
請
の
流
れ
と
ポ
イ
ン
ト

　
申
請
の
際
は
、
事
前
に
賃
金
引
上

げ
計
画
の
策
定
と
労
働
局
へ
の
届
出

を
要
し
ま
す
（
令
和
７
年
度
は
、
計

画
の
事
前
提
出
を
省
略
可
能
と
す
る

特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
）。

　
令
和
７
年
度
申
請
分
は
、
機
器
等

の
納
品
・
支
払
完
了
・
賃
金
引
上
げ

を
令
和
８
年
１
月
末
日
（
事
業
完
了

期
限
）
ま
で
に
終
え
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
活
用
を
お

考
え
の
場
合
は
、
令
和
８
年
度
申
請

に
向
け
て
制
度
に
関
す
る
情
報
を
収

集
し
、
概
要
把
握
や
設
備
投
資
・
人

材
育
成
な
ど
生
産
性
向
上
に
資
す
る

取
組
の
検
討
を
行
っ
て
い
く
と
よ
い

で
し
ょ
う
。

⑤
　
活
用
事
例

　
小
売
業
の
事
例
で
は
、
P
O
S

レ
ジ
と
在
庫
管
理
シ
ス
テ
ム
を
導
入

す
る
こ
と
で
業
務
の
効
率
化
を
実
現

し
、
そ
の
成
果
を
賃
金
に
反
映
さ
せ

た
例
、
製
造
業
で
は
、
生
産
ラ
イ
ン

に
省
力
化
機
器
を
導
入
し
て
残
業
時

間
を
削
減
し
、
賃
上
げ
と
働
き
や
す

さ
の
両
立
を
実
現
し
た
例
が
あ
り
ま

す
。

⑵
　
人
材
確
保
等
支
援
助
成
金

①
　
制
度
の
ポ
イ
ン
ト

　
人
材
確
保
の
た
め
に
雇
用
管
理
改

善
に
つ
な
が
る
制
度
等
（
賃
金
規
定

制
度
、
諸
手
当
等
制
度
、
人
事
評
価

制
度
、
職
場
活
性
化
制
度
、
健
康
づ

く
り
制
度
）
の
導
入
や
雇
用
環
境
の

整
備
（
従
業
員
の
作
業
負
担
を
軽
減

す
る
機
器
等
の
導
入
）
に
よ
り
、
離

職
率
低
下
を
実
現
し
た
事
業
主
に
対

し
て
助
成
さ
れ
ま
す
。

②
　
利
用
で
き
る
企
業

　
中
小
企
業
、
大
企
業
ど
ち
ら
も
利

用
可
能
で
す
が
、
賃
金
規
定
制
度
の

導
入
に
よ
る
助
成
は
中
小
企
業
の
み

が
利
用
で
き
ま
す
。

③
　
活
用
例

　
複
数
の
雇
用
管
理
制
度
や
作
業
負

担
を
軽
減
す
る
機
器
等
を
導
入
し
、

賃
上
げ
（
５
％
以
上
）
を
行
っ
た
場

合
、
最
大
２
８
７
・
５
万
円
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

２
　
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
処
遇

改
善（
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
）

①
　
制
度
の
ポ
イ
ン
ト

　
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
基
本
給
の

賃
金
規
定
等
を
３
％
以
上
増
額
改
定

し
、
そ
の
規
定
を
適
用
さ
せ
た
場
合

に
助
成
さ
れ
ま
す
。

　
助
成
額
は
、
賃
上
げ
を
行
っ
た
非

正
規
雇
用
労
働
者
１
人
あ
た
り
最
大

７
万
円
（
大
企
業
の
場
合
は
１
人
あ

た
り
最
大
４
・
６
万
円
）で
す
。

②
　
活
用
例

　
中
小
企
業
が
賃
金
規
定
等
を
５
％

増
額
改
定
し
、
10
人
の
有
期
雇
用
労

働
者
の
賃
金
引
上
げ
を
実
施
し
た
場

合
、
65
万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
都
道
府
県
の 

　
　
賃
金
引
上
げ
支
援
事
業

　
国
の
制
度
に
加
え
て
、
各
都
道
府

県
で
も
独
自
の
賃
金
引
上
げ
支
援
施

策
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
厚
生
労

働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（「
最
低
賃
金

引
上
げ
に
向
け
た
中
小
企
業
・
小
規

模
事
業
者
へ
の
支
援
事
業
」
の
キ
ー

ワ
ー
ド
で
検
索
）
で
は
、
全
国
の
取

り
組
み
を
一
覧
で
き
る
資
料
が
公
開

さ
れ
て
い
ま
す
。

⑴
　
取
り
組
み
例

①
　
専
門
家
派
遣

　
経
営
改
善
や
人
材
育
成
に
関
す
る

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
無
料
ま
た
は
低
コ

ス
ト
で
派
遣
し
、
企
業
ご
と
に
最
適

な
改
善
策
を
提
案
す
る
取
り
組
み
が

あ
り
ま
す
。
特
に
中
小
企
業
で
は
、

外
部
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
大
き
な

推
進
力
に
な
り
ま
す
。

②
　
設
備
投
資
や
I
T
導
入
の
助
成

　
国
の
助
成
金
に
上
乗
せ
す
る
形

で
、
県
独
自
の
補
助
金
を
用
意
し
て

い
る
ケ
ー
ス
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
業
務
効
率
化
に
資
す
る
機

器
導
入
や
、
ク
ラ
ウ
ド
シ
ス
テ
ム
の

導
入
支
援
な
ど
が
対
象
で
す
。

③
　
研
修
・
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

　
労
務
管
理
や
賃
金
制
度
設
計
に
関

す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
、
企
業
の

担
当
者
が
知
識
を
深
め
ら
れ
る
よ
う

に
し
て
い
る
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。

④
　
モ
デ
ル
企
業
の
紹
介

　
地
域
内
で
賃
上
げ
に
成
功
し
て
い

る
企
業
の
事
例
を
広
く
紹
介
し
、
他

の
企
業
の
参
考
に
な
る
よ
う
に
す
る

施
策
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑵
　
活
用
の
ポ
イ
ン
ト

　
各
都
道
府
県
の
支
援
策
は
、
そ
の

地
域
の
産
業
構
造
や
中
小
企
業
の
実

情
に
合
わ
せ
て
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
の
助
成
金
と
併
用
で
き
る
ケ
ー
ス

も
あ
り
、
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
よ

り
大
き
な
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

　
中
小
企
業
の
経
営
者
や
人
事
労
務

担
当
者
に
と
っ
て
は
、
国
の
制
度
を

知
る
だ
け
で
な
く
、「
地
域
な
ら
で

は
の
支
援
策
」
も
確
認
し
、
最
大
限

に
活
用
し
て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
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　株式報酬制度とは、会社が役員への報酬
や従業員への給与を自社の株式で支払う制
度のことです。株式のみではなく現金報酬
と併用することが一般的です。
　かつては直接株式を報酬として支払うこ
とは認められていませんでした。会社法上、
無償の株式発行や労働による出資ができな
かったからです。
　しかし、諸外国では株式報酬制度が一般
的に利用されているため、2016年に直接
的な株式報酬支払を認めるという見解が出
され、さらに株式報酬に関する税制改正も
されたため2017年以降、日本でも株式報
酬制度を導入する会社が増えてきました。
日本企業は欧米に比べて月例給の比率が高
く、株価引上げに対する経営陣の意識づけ
が低いと投資家から批判されてきました。
2023年に東京証券取引所が上場企業に資
本コストや株価を意識した経営を要請し、

株式報酬比率を上げる企業が増えてきまし
た。
　外資系コンサル会社WTW（ウイリス・
タワーズワトソン）が売上高等1兆円以上
の日本企業83社を対象に最高経営責任者
（CEO）ら経営トップの報酬を集計したと
ころによると、主要企業の株式報酬の比率
は2024年度に前年度より3ポイント上がっ
た33％とはじめて3割を超え、現金で支
払う月例給いわゆる基本報酬（2ポイント
低下の32％）を初めて上回りました。
　欧米型の報酬体系が広がっており、経営
者が企業価値を高める動機づけにもなりま
す。グローバルで人材を獲得しやすくする
ほか、株価を意識した経営を後押しする効
果があります。また、株式報酬は一定の勤
続年数後株式が交付される場合、役員等の
他社への流出や独立を防止する効果があり
ます。優秀な人材をキープできるので、中
長期的な経営方針を立てやすいというメ
リットもあります。

株式報酬制度

　味覚には甘味、うま味、塩味、酸味、苦
味の5種類が知られているところですが、
最近は第6の味覚として「脂肪味」が注目
されています。
　味を感じる仕組みは、味の刺激を舌など
に分布する味蕾の味蕾細胞先端部分にある
受容体が受け取り、味神経を通じて情報を
脳に伝達することで感じます。食物中の油
脂は唾液で脂肪酸に分解されます。脂肪を
含む料理をおいしく感じるのは脂肪酸だけ
を感知する味細胞のほか、甘味細胞やうま
味細胞の半数以上も脂肪酸に反応するから
です。脂肪は独特の食感や匂いで認識され
ると考えられてきましたが「GPR120」と
いう受容体が脂肪酸をキャッチし特定の神
経を経由して脳に伝えることで味として感
知しています。GPR120という受容体が
うまく機能しないと脂肪酸とうま味を区別
できず脂肪の多い食事を好むようになると
報告されており、食事による肥満を防ぐ重
要な鍵となります。

「第6の味覚」に注目　
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
は
２
０
２
３

年
７
月
、
規
制
緩
和
に
よ
り
「
特
定

小
型
原
動
機
付
自
転
車
」
と
分
類
さ

れ
、
16
歳
以
上
で
あ
れ
ば
運
転
免
許

な
し
で
運
転
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
街
中
で
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た

電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
は
、
シ
ェ
ア
リ

ン
グ
サ
ー
ビ
ス
も
普
及
し
、
手
軽
な

移
動
手
段
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま

す
。
都
市
部
で
は
自
動
車
よ
り
コ
ン

パ
ク
ト
で
交
通
渋
滞
緩
和
や
C
O

２
排
出
量
が
少
な
い
た
め
環
境
負
荷

低
減
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
が
、

一
方
で
放
置
駐
輪
、
歩
道
走
行
、
飲

酒
運
転
な
ど
の
交
通
ル
ー
ル
違
反
、

接
触
事
故
な
ど
が
社
会
問
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。
２
０
２
４
年
の
交
通
違

反
件
数
は
４
万
件
超
に
上
り
、
こ
れ

は
登
録
台
数
の
１
・
８
倍
で
す
。

　
ま
た
、
事
故
の
17
％
が
飲
酒
運
転

に
よ
る
も
の
で
す
。
罰
則
強
化
な
ど

国
、
事
業
者
の
さ
ら
な
る
対
策
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド

発行


